
地域包括支援センターの体制変更について
（地域密着型サービス事業所向け）

令和８年５月26日

水戸市高齢福祉課地域支援センター
1





現体制（～Ｒ７年度） 新体制（Ｒ８年度～）

設置体制の変更について
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お住まいの中学校区 変更後の新名称 
（令和8年4月1日より） 所在地・連絡先 

第一・第二中学校区 中央 

地域包括支援 
センター 

東原3-2-11 
☎306-9582 

第三・千波中学校区 東部 吉沼町1429-12 
☎246-6216 

第四中学校区 南部第一 住吉町57-2 
☎246-5690 

緑岡・見川・笠原 
中学校区 南部第二 笠原町1522 

☎303-8255 
飯富・第五・石川中 
国田義務教育学区 北部 石川4-4039-26 

☎246-6003 
赤塚・双葉台 

中学校区 西部 双葉台2-1 
☎246-6333 

常澄中学校区 常澄 塩崎町3503 
☎246-6155 

内原中学校区 内原 鯉淵町2222-1 
☎257-5466 

 



利用者の担当包括が分からない場
合には，市ＨＰの学区検索をご利
用ください。





リエイブルメントサービスとは
「してあげる支援」ではない，「元の生活を取り戻す（Reablement）」を叶え
るサービス

特徴
・期間限定のサービス
・リハビリテーション専門職を中心に集中的に介入する。
・個人の目標に合わせたオーダーメイドサービス。
・身体機能の改善だけでなく，社会生活の回復も目標とする。
・対象者に触れず，特別な器具を使わず，動機づけ面談が中心。
・自信と能力を取り戻し，セルフマネジメントを獲得する。



　　～リエイブルメント型～
短期集中予防サービスのイメージ

フレイル状態の要支
援・事業対象者

3か月間の通所で集中的に支援
　　（週１回＝全12回）

リハ職による
動機付け面談 参加者同士の交流

セルフマネジメントの習
慣化

日常における活動量が増
加(家事，散歩，体操
…）

卒業後もセルフマネジメ
ントで活動量を維持

セルフマネジメント＝サービスがない残り６日と22時間をいかに活動的に過ごすか

3か月後～

歩くのが不安で買い物
に行けない。以前のよう
に料理ができない。再び
できるようになりたい。

買い物など，やりたかっ
た事がまたできるように
なる（リエイブルメン
ト）





従前相当と多様なサービスは適切に選択されているか？

　一部の利用において・・・

• 自力でスポーツジムに通っている位自立しているが，
　　デイサービスも併せて利用している。
• 自力でできることまで支援してもらっている。

　など，自立支援の視点に立ったサービス選択になっていない
　ケースが見られる。



従前相当サービス（介護予防デイサービス・ホームヘルプサービス）の
利用基準（令和８年４月から適用開始）

以下の方は従前相当サービスは利用できません。 

【訪問型】
サービスを検討する時点で，支援を希望する家事や動作が安全にで
きている方 
【通所型】
サービスを検討する時点で，自家用車，電車・バス，自転車，
徒歩で通いの場（サロン・ジム・一般介護予防事業等）に，
ひとりで安全に行ける方 
  
 



従前相当サービス（介護予防デイサービス・ホームヘルプサービス）の
利用基準（令和８年４月から適用開始）

※下記の場合については機械的に基準を当てはめず，生活状況や主治医から
の指示等について本人や家族によく聞き取りを行い，総合的に判断する
・末期がん，進行性疾患等で，状態の悪化が見込まれる 
・認知機能の低下により，日常生活に支障が出ている 
・自家用車で外出はしているが，歩行能力が著しく低下している 
・入浴，更衣，排泄の問題で生活に支障が出ている 
・心身の障害等により，介護専門職による支援が必要 
・虐待や住環境等の問題があり，状況の改善が見込めない 
・退院直後や骨折等で，一時的にサービスが必要



具体的な運用方法

• 新規利用者に対して，圏域型が利用基準の
説明，確認を行った上で，介護予防ケアマネ
ジメントを開始します。

• 既に他のサービスを利用している場合も，従前
相当サービスを初めて利用する場合は，利用
基準確認の対象になります。



従前相当サービス事業者の皆様へ

• サービスの選択については，利用者の希望だけ
では無く，基準確認を行った上で，適切なサー
ビス選択を地域包括支援センターが支援します。

• 利用者から直接，利用希望の相談を受けた
場合は，圏域型への相談を促してください。


